
申請に対する処分の審査基準・標準処理期間 

 

許 認 可 等 の 内 容 医療費の支給 

根 拠 法 令 及 び 条 項 新座市こども医療費支給に関する条例 

（支給） 

第４条 市は、保護者が前条に定める対象のこどもに係

る一部負担金等を支払つた場合において、当該支払額

を支給するものとする。 

（支給の方法） 

第５条 前条の支給は、対象のこどもの保護者の申請に

基づき行うものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、市は、対象のこどもが現

物給付を実施する埼玉県内の保険医療機関等で医療を

受けた場合には、当該保険医療機関等の請求に基づ

き、一部負担金等を対象のこどもの保護者に代わつて

当該保険医療機関等に支払うことができる。 

３ 前項の規定による支払があつたときは、当該対象の

こどもの保護者に対して前条の支給があつたものとみ

なす。 

所 管 部 課 係 名 こども未来部こども給付課給付係 
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新座市こども医療費支給に関する条例 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意

義は、当該各号に定めるところによる。 

⑴・⑵ ［略］ 

⑶ 「医療費」とは、国民健康保険法（昭和３３年法

律第１９２号）又は規則で定める社会保険各法

（以下「社会保険各法」という。）に規定する医

療に要する費用をいう。 

⑷ 「一部負担金等」とは、こどもに係る医療費（満

１５歳に達する日以後の最初の３月３１日を経過

したこどもにあつては、入院に係る医療費に限

る。）のうち、国民健康保険法による被保険者又

は社会保険各法による被保険者、組合員若しくは

加入者（被保険者、組合員又は加入者であつた者

を含む。）が、国民健康保険法又は社会保険各法

の規定により負担すべき額及び他の法令の規定に

よる医療給付があつたときの負担すべき額から法

令又はそれに準じる規定による給付の額、付加給

付の額及び食事療養標準負担額を控除した額をい

う。 

（損害賠償との調整） 

第９条 市長は、医療費の支給事由が第三者の行為によ

るものであり、かつ、その者から受給者が損害賠償を

受けたときは、その限度において、医療費の全部若し



くは一部を支給せず、又は既に支給した医療費の額に

相当する額を返還させることができる。 

 

新座市こども医療費支給に関する条例施行規則 

（社会保険各法） 

第２条 条例第２条に規定する規則で定める社会保険各

法は、次の各号に掲げる法律とする。 

⑴ 健康保険法（大正１１年法律第７０号） 

⑵ 船員保険法（昭和１４年法律第７３号） 

⑶ 私立学校教職員共済法（昭和２８年法律第２４５

号） 

⑷ 国家公務員共済組合法（昭和３３年法律第１２８

号） 

⑸  地方公務員等共済組合法（昭和３７年法律第 

１５２号） 

（支給の申請等） 

第５条 条例第５条第１項の規定による支給の申請は、

こども医療費交付申請書によらなければならない。 

２ 条例第５条第２項の規定による保険医療機関等の請

求は、こども医療費請求書によらなければならない。 

３ 市長は、条例第５条第２項の規定による支払に関す

る事務を社会保険診療報酬支払基金埼玉支部又は埼玉

県国民健康保険団体連合会に委託することができる。

この場合において、前項の規定は、適用しない。 

（支給の決定） 

第６条 前条第１項の規定による申請があつた場合は、

その内容を審査し、当該申請に係る支給の額を決定し

たときは、こども医療費支給決定通知書により、申請

者に通知するものとする。 

２ 前項の規定により支給を決定した医療費は、速やか

に申請者に交付するものとする。この場合において、

申請者の死亡等により当該申請者に交付することがで

きないときは、市長が定める者に交付するものとす

る。 
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